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令和3年度
介護報酬
改定の概要

新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生
する中で「感染症や災害への対応力強化」を図る
とともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる
2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域
包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防
止の取組の推進」、 「介護人材の確保・介護現場
の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を
図る。

改定率：＋0.70％
※うち、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対応するための
特例的な評価 0.05％（令和３年９月末までの間）



令和3年度介護報酬改定の基本的な考え方

1．感染症や災害への対応力強化
感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要
なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築
◼ 日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進



2．地域包括ケアシステムの推進
住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必
要なサービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進
◼ 認知症への対応力向上に向けた取組の推進
◼ 看取りへの対応の充実
◼ 医療と介護の連携の推進
◼ 在宅サービス、介護保険施設や高齢者の住まいの機能・
対応強化

◼ ケアマネジメントの質の向上と公平中立性の確保
◼ 地域の特性に応じたサービスの確保



3．自立支援・重度化防止の取組の推進
制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いなが
ら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提
供を推進
◼ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連
携・強化

◼ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
◼ 寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進



4．介護人材の確保・介護現場の革新
喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場
の革新に対応
◼ 介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた
取組の推進

◼ テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を
通じた業務効率化・業務負担軽減の推進

◼ 文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の
業務負担の軽減



5．制度の安定性・持続可能性の確保
必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図る
◼ 評価の適正化・重点化
◼ 報酬体系の簡素化
6．その他の事項
・高齢者虐待防止の推進
・基本報酬の見直し
など



全サービス
共通の改定

① 感染症対策の強化
② 業務継続に向けた取組の強化

③ ＣＨＡＳＥ・ＶＩＳＩＴ情報の収集・活用とＰＤＣＡサイ
クルの推進

④ 人員配置基準における両立支援への配慮
⑤ ハラスメント対策の強化
⑥ 会議や多職種連携におけるＩＣＴの活用
⑦ 利用者への説明・同意等に係る見直し
⑧ 員数の記載や変更届出の明確化
⑨ 記録の保存等に係る見直し
⑩ 運営規程等の掲示に係る見直し
⑪ 高齢者虐待防止の推進
⑫ 地域区分

⑬ 基本報酬／新型コロナウィルス感染症に対応す
るための特例的な対応



① 感染症対策の強化
【訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、
福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス】

委員会（感染対策委員会）の開催
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等活用
可）をおおむね 6月に1回以上開催するとともに、その結果について 、職員に周知徹底を図
ること。

指針の整備
感染症の予防及びまん延の防止のための指針（平常時と発生時）を整備すること。
参考：「介護現場における感染対策の手引き」

研修／訓練（シミュレーシ ョン）の実施等
職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修（年1回以上、新規採用時）及
び訓練（年1回以上）実施すること 。

※３年の経過措置期間あり

＜感染対策委員会＞
・感染対策の知識を有する者を含む幅広い職種により構成
・感染対策担当者を決めておく・他の会議体との一体的運営や他のサービス事業者との連携開催可



② 業務継続に向けた取組の強化

業務継続に向けた計画等の策定

⚫感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施
するための、及び、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）
を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。

⚫定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと
する。

研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施
職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修（年1回以上、新規採用
時）及び訓練を（年1回以上）実施しなければならない。

（業務継続計画の策定、研修・訓練については、他のサービス事業者と連携で行うこと可）

※３年の経過措置期間あり



社会保障審議会介護給付費分科会第199回（R3.1.18）資料より一部改変



③ CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
※令和３年度から、ＣＨＡＳＥ・ＶＩＳＩＴを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、統一

した名称：科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）

○介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、以
下の見直しを行う。

【施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス】
ＣＨＡＳＥの収集項目の各領域（総論（ADL）、栄養、口腔・嚥下、認知症）について、事業所の全ての利用者

に係るデータを横断的にＣＨＡＳＥに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在
り方等を検証し、利用者のケアプランや計画への反映、事業所単位でのＰＤＣＡサイクルの推進・ケアの質
の向上の取組を評価する加算を創設する。

【全てのサービス（居宅介護支援を除く）】
ＣＨＡＳＥ・ＶＩＳＩＴを活用した計画の作成や事業所単位でのＰＤＣＡサイクルの推進、ケアの質の向上の取

組を推奨する。居宅介護支援については、各利用者のデータ及びフィードバック情報のケアマネジメントへ
の活用を推奨する。

※加算等による評価の有無に関わらず、全てのサービスにおいて、ＣＨＡＳＥ・ＶＩＳＩＴによるデータの利活用
を進める。



社会保障審議会介護給付費分科会第194回（R2.11.26）資料より引用



社会保障審議会介護給付費分科会第194回（R2.11.26）資料より引用



介護保険最新情報Ｖｏｌ.931令和3年3月12日老人保健課より一部改変

4月～https://life.mhlw.go.jp



④ 人員配置基準における両立支援への配慮
介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着
促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。

「常勤」の計算
職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務
制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

「常勤換算方法」の計算
職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算
での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。

常勤配置の取り扱い

人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護
休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基
準を満たすことを認める。この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加

算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職
員の割合に含めることを認める。



⑤ ハラスメント対策の強化
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての
介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に
関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。

また、カスタマーハラスメント（顧客等からの著しい迷惑行為）の防止にも取り
組む。

「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」
「（管理職・職員向け）研修のための手引き」
厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメン トを行ってはならない旨の方
針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあ
らかじめ定め、労働者に周知すること。



⑥ 会議や多職種連携におけるＩＣＴの活用

運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等（利用者の
居宅を訪問しての実施が求められるものを除く）について、感染防止や多職
種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。

利用者等が参加しない場合

医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者
における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用し
ての実施を認める。

利用者等が参加して実施する場合

上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施
を認める。



⑦ 利用者への説明・同意等に係る見直し
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点か
ら、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用
者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。
説明・同意等

書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的な対応を原則認めること
とする。

署名・押印

利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びそ
の場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。

電子メールにより利用者等が同意の
意思表示をした場合等

締結は利用者等・事業者等の間の契約関係を明確
にする観点から、書面における署名又は記名・押印
に代えて、電子署名を活用することが望ましい

利用者・家族の承諾必要



⑧ 員数の記載や変更届出の明確化

介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解
消を図る観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の
「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び
運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、
その変更の届出は年１回で足りることを明確化する。



⑨ 記録の保存等に係る見直し

保存、交付等

介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消
を図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等

について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原
則認める。
保存期間

記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化
を図る。

＜完結の日から2年間保存の「完結」とは＞

個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用
者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指すも
のとする。



⑩ 運営規定等の掲示に係る見直し

介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向
上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、事業所

の掲示だけでなく、利用申込者、利用者又はその家族等が自
由に閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。

【掲示しておく事項】
・運営規定の概要・職員の勤務体制
・事故発生時の対応・苦情処理の体制
・その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項



⑪ 高齢者虐待防止の推進
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止

等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、
指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。

⚫ 「運営規程」に定めておく事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。

【訪問看護事業所において運営規定に定める事項】
① 事業の目的及び運営方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 営業日及び営業時間
④ 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
⑤ 通常の事業の実施地域
⑥ 緊急時等における対応方法
⑦ 虐待防止のための措置に関する事項
⑧ その他運営に関する重要事項



⚫ 実施すべき事項
委員会（虐待防止検討委員会）の開催

虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的
に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること 。

指針の整備

虐待防止に関する基本的考え方、職員研修に関する基本方針、対応に関する基本方
針などを盛り込んだ虐待防止のための指針を整備。
研修の実施
虐待の防止のための研修（年1回以上、新規採用時）の内容としては、虐待等の防止

に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、事業所に
おける指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。
担当者
上記の事項を適切に実施するために専任の担当者を置くこと。

※３年の経過措置期間あり

＜虐待防止検討委員会＞
・管理者を含む幅広い職種により構成・虐待防止の専門家を活用
・他の会議体との一体的運営や他のサービス事業者との連携開催可



⑫ 認知症に係る取組の情報公表の推進
介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全て
の介護サービス事業者（居宅療養管理指導を除く）を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者
の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。

社会保障審議会介護給付費分科会第199回（R3.1.18）資料より一部改変



⑬地域区分 社会保障審議会介護給付費分科会第199回（R3.1.18）資料（参考資料１P162）より引用
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf



⑭ 基本報酬／新型コロナウィルス感染症に対応するための
特例的な対応

改定率については、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価
動向による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、
全体で＋０．７０％（うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例
的な評価として、0.05％（令和３年９月末まで））。
これを踏まえて、
⚫ 全てのサービスの基本報酬を引き上げる
（※別途の観点から適正化を行った結果、引き下げとなっているものもある）

⚫ 全てのサービスについて、令和３年４月から９月末までの間、基本報酬
に0.1％上乗せする



訪問看護の
改定

① 基本報酬
② 訪問看護の機能強化
③ 看護体制強化加算の見直し
④ サービス提供体制強化加算の見直し
⑤ 退院当日の訪問看護

⑥ 特例居宅介護サービス費による地域の
実情に応じたサービス提供の確保

⑦ サービス付き高齢者向け住宅等におけ
る適正なサービス提供の確保



① 基本報酬

訪問看護費 改定前 改定後

訪問看護ステーション

20分未満 312単位 313単位

30分未満 469単位 470単位

30分以上1時間未満 819単位 821単位

1時間以上1時間30分未満 1,122単位 1,125単位

理学療法士等の場合 297単位 293単位

病院又は診療所

20分未満 264単位 265単位

30分未満 397単位 398単位

30分以上1時間未満 571単位 573単位

1時間以上1時間30分未満 839単位 842単位

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合

2,945単位 2,954単位



介護予防訪問看護費 改定前 改定後

訪問看護ステーション

20分未満 301単位 302単位

30分未満 449単位 450単位

30分以上1時間未満 790単位 792単位

1時間以上1時間30分未満 1,084単位 1,087単位

理学療法士等の場合 287単位 283単位

病院又は診療所

20分未満 254単位 255単位

30分未満 380単位 381単位

30分以上1時間未満 550単位 552単位

1時間以上1時間30分未満 810単位 812単位



② 訪問看護の機能強化
訪問看護の機能強化を図る観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他
の介護サービス等との役割分担も踏まえて、理学療法士等が行う（介護予防）訪問看
護について、評価や提供回数等の見直しを行う。

改定前 改定後
理学療法士等による
訪問看護費

297単位 293単位

理学療法士等による
介護予防訪問看護費

287単位
1日に2回を超えた場合
1回につき90／100に相当
する単位数を算定

283単位
1日に2回を超えた場合
1回につき50／100に相当する単位数
を算定
＜新設＞
利用開始日の属する月から12月超の

利用者に介護予防訪問看護を行った
場合は、1回につき5単位を減算する。



⚫ 5単位の減算について

入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合
は、新たに利用が開始されたものとする。

また、本取扱いについては、令和３年４月から起算して１２月を超え
る場合から適用されるものであること。

【算定要件等の見直し】

【要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合】

要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴
覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開
始されたものとする。

ただし、要支援の区分が変更された場合（要支援１から要支援２への変更
及び要支援２から要支援１への変更）はサービスの利用が継続されている
ものとみなす。



⚫ 対象者の範囲について

理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテー
ションと同様に「通所リハビリテーションのみでは家屋内にお
けるＡＤＬの自立が困難である場合」を追加。

【通知の一部抜粋】
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について
は、指定通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるＡＤＬの自
立が困難である場合であって、ケアマネジメントの結果、看護職員と

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連携した家屋状況の確
認を含めた訪問看護の提供が必要と判断された場合に、訪問看護費
を算定できるものである。



⚫ 訪問看護報告書には訪問日や主な内
容を記載することに加え、理学療法士
等が提供した訪問看護の内容とその
結果等を記載した文書を添付すること。



イ.「利用者氏名」「日常生活自立度」「認知症高齢者の
日常生活自立度」の欄
必要な事項を記入

ロ.「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った

訪問看護、家族等への指導、リスク管理等の内容」の欄
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った訪
問看護、家族等への指導、リスク管理等の内容につい
て具体的に記入

ハ. 「評価」の欄
各項目について、主治医に報告する直近の利用者の
状態について記入

ニ .「特記すべき事項」の欄

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った訪
問看護についてイからハまでの各欄の事項以外に主治
医に報告する必要のある事項を記入

ホ .「作成者」の欄
氏名を記入するとともに、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士のうち該当する職種について○をつける
こと。
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③ 看護体制強化加算の見直し

看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養
を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から、以
下の見直しを行う。

改定前 改定後
訪問看護
看護体制強化加算（Ⅰ）
看護体制強化加算（Ⅱ）

600単位／月
300単位／月

550単位／月
200単位／月

介護予防訪問看護
看護体制強化加算 300単位／月 100単位／月



【算定要件等の見直し】

⚫ 算定日が属する月の前６月間において、利用者の総数のうち、特別管理加
算を算定した利用者の占める割合

⚫ （介護予防）訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割
合が６割以上であることとする要件を設定（令和５年４月１日施行）

改定前 改定後

30％以上 20％以上

※令和5年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看

護職員の退職等により看護職員６割以上の要件を満たせなくなった場合においては、
指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件
の適用を猶予する。

様式の定めはない



看護職員の割合が６割以上について

常勤換算方法により算出した前月（暦月）の平均を用いる。

【当該割合が６０／１００から１割を超えて減少した場合】
（５４／１００を下回った場合）
その翌月から看護体制強化加算を算定できない。

【１割の範囲内で減少した場合】
（５４／１００以上６０／１００未満であった場合）
その翌々月から当該加算を算定できない。
（ただし、翌月の末日において６０／１００以上となる場合を除く。）



社会保障審議会介護給付費分科会第189回（R2.10.22）資料より引用



看護体制強化加算の基準

訪問看護費 介護予防
訪問看護費

看護体制強化加算（Ⅰ）
550単位／月

看護体制強化加算（Ⅱ）
200単位／月

看護体制強化加算
100単位／月

算定日が属する
月の前6月間に
おいて

①「緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数÷実利用者の総数」
：50％以上
②「特別管理加算を算定した実利用者数÷実利用者の総数」
：20％以上

算定日が属する
月の前12月間に
おいて

③ターミナルケア加算を
算定して利用者
：5名以上

④ターミナルケア加算を
算定した利用者
：1名以上

看護職員の割合 ➄看護師等の総数のうち看護職員の占める割合が6割以上
（令和5年4月1日施行）

①②➄の割合、③④の人数については、継続的に基準を維持しなければならない。割合・人数は台
帳等により毎月記録し、所定の基準を下回った場合には、直ちに当道府県知事等に届け出る。



1月 2月 3月 4月 5月 6月

Aさん 〇緊・特 〇緊・特 〇緊・特 〇緊・特 〇緊・特 〇緊・特

Bさん 〇 〇 〇 入院 〇緊・特

Cさん 〇緊 〇緊 〇緊 〇緊

Dさん 〇 終了

Eさん 〇緊・特 〇緊 〇緊 〇 キャンセル 〇

看護体制強化加算を7月に算定する場合

訪問看護利用あり：〇
緊急時訪問看護加算あり：緊
特別管理加算あり：特

看護体制強化加算の割合の算出

前6月間の実利用者の総数：5人
前6月間の緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数：4人（A、B、C、E）
前6月間の特別管理加算を算定した実利用者数：3人（A、B、E）

緊急時訪問看護加算の割合：4／5（80％）→要件満たす
特別管理加算の割合：3／5（60％）→要件満たす

延べ人数ではなく実利用者数
継続して利用している人も1月
に利用が終了した人も「1人」
として数える



④ サービス提供体制強化加算の見直し
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直しを行う。

現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新た
な区分を設ける。

改定前 改定後

サービス提供体制強化加算
勤続3年以上の者が30％以上：6単位／回

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所と連携する場合 50単位／月）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
勤続7年以上の者が30％以上：6単位／回

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所と連携する場合 50単位／月）
サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
勤続3年以上の者が30％以上：3単位／回

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所と連携する場合 25単位／月）



サービス提供体制強化加算の基準

研修の実施 全ての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を
作成し、当該計画に従い、研修（外部研修も可）を実施
または予定していること。

会議の開催 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たって
の留意事項の伝達又は看護師等の技術指導を目的と
した会議を定期的（概ね月1回以上）に開催すること。

健康診断等の定期的な実施 全ての看護師等に対して健康診断等を定期的（少なく
とも年1回）に実施すること。

勤続年数
（各月の前月の末日時点における勤続年数）

※同一法人の他の介護サービス事業所、医
療機関、社会福祉施設等においてサービス
を利用者に直接提供する職員として勤務した
年数を含めることが可能

看護師等の総数のうち、勤続3年以上又は7年以上の
者の占める割合が30％以上

例えば、4月における勤続年数3年以上の者とは、3月31日の時点で勤続年数が3年以上の者



サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

看護師等の常勤換算人数
1ヵ月当たりの看護師等の総勤務時間数÷常勤職員が1ヵ月に勤務する総時間数

4.8 4.8 5.0 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 56.4

勤続3年以上の看護師等の常勤換算人数
1ヵ月当たりの3年以上の看護師等の総勤務時間数÷常勤職員が1ヵ月に勤務する総時間数

3.4 3.4 3.2 3.2 3.2 3.0 3.0 3.0 2.6 2.6 2.6 33.2

割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（3月除く）の平均を用いる。

勤続3年以上の場合

33.2／56.4（58.8％） → 要件満たす



⑤ 退院当日の訪問看護

退院・退所当日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での
療養環境を早期に整える観点から、主治医が必要と認める場合は算定を
可能とする。

改定前 改定後

特別管理加算の対象に該当する
者のみ訪問看護費の算定が可能

特別管理加算の対象に該当する
者に加え、主治医が必要と認めた
場合も算定が可能

医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の退院・退所日
（短期入所療養介護サービス終了時の同様）
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⑥ 特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じた
サービス提供の確保

中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和
２年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象
地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて
指定を行う。

社会保障審議会介護給付費分科会第193回（R2.11.16）資料より一部改変



⑦ サービス付き高齢者向け住宅等における
適正なサービス提供の確保

⚫ 事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、
当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることと
する。

⚫ 事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割
合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、ある
いはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）の入居者に過剰な介護保険サービスを提供することを防ぐ。
2019年度予算執行調査によれば、サ高住に併設した事業所の外部サービスを利用するサ高住居住者は、
一般在宅等のサービス利用者よりも介護サービス利用量が多く、かつ、区分支給限度額の90％以上の利用
割合が多い。
（社会保障審議会介護給付費分科会第192回（R2.11.9）資料より）



関連の
サービスの
改定

⚫定期巡回・随時対応型訪問介護看護

⚫看護小規模多機能型居宅介護

⚫療養通所介護



定期巡回・随時対応型訪問介護看護

①基本報酬
②認知症専門ケア加算の新設
③生活機能向上連携加算（Ⅱ）の見直し
④人員配置要件の明確化



改定前 改定後
一体型事業所（訪問看護なし）
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

（1月につき）
5,680単位
10,138単位
16,833単位
21,293単位
25,752単位

5,697単位
10,168単位
16,883単位
21,357単位
25,829単位

一体型事業所（訪問看護あり）
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

8,287単位
12,946単位
19,762単位
24,361単位
29,512単位

8,312単位
12,985単位
19,821単位
24,434単位
29,601単位

連携型事業所
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

5,680単位
10,138単位
16,833単位
21,293単位
25,752単位

5,697単位
10,168単位
16,883単位
21,357単位
25,829単位

① 基本報酬



② 認知症専門ケア加算の新設

認知症対応力を向上させていく観点から、専門的な認知症ケアを行っ
た場合の加算を新設

新設 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 90単位／月
認知症専門ケア加算（Ⅱ） 120単位／月

（Ⅰ）：認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を配置
（Ⅱ）：認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を配置

事業所における利用者の総数のうち

認知症高齢者の日常生活自立度のラ
ンクⅢ、Ⅳ又はＭの占める割合が２／
１以上



③ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）の見直し

サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した
上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、利用者・家族も参加するサービス担
当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビ
リテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。

④ 人員配置要件の明確化
⚫ 計画作成責任者について、管理者との兼務が可能であること。
⚫ オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝 （18 時～8時）

において、必要な対応が確保できるのであれば、必ずしも事業所内にいる必要はな
いこと。



看護小規模多機能型居宅介護（看多機）

①基本報酬
②認知症行動・心理症状緊急対応加算の新設
③離島や中山間地域等におけるサービスの充実
④過疎地域等におけるサービス提供の確保
⑤通所困難な利用者の入浴機会の確保
⑥緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
⑦口腔機能向上の取組の充実
⑧栄養ケア・マネジメントの充実
⑨リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
⑩褥瘡マネジメント加算の新設
⑪排せつ支援加算の新設
⑫科学的介護推進体制加算の新設
⑬同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
⑭認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
⑮管理者交代時の研修の修了猶予措置



① 基本報酬
改定前 改定後

看護小規模多機能型居宅介護費（1月につき）
（１）同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
（２）同一建物に居住する者に対して行う場合
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

12,401単位
17,352単位
24,392単位
27,665単位
31,293単位

11,173単位
15,634単位
21,977単位
24,926単位
28,195単位

12,438単位
17,403単位
24,464単位
27,747単位
31,386単位

11,206単位
15,680単位
22,042単位
25,000単位
28,278単位

短期利用居宅介護費（1日につき）
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

568単位
635単位
703単位
770単位
836単位

570単位
637単位
705単位
772単位
838単位



② 認知症行動・心理症状緊急対応加算の新設
在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、加算を新設。

新設（短期利用居宅介護費） 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位／日（7日限度）

③ 離島や中山間地域等におけるサービスの充実
「訪問」も提供することを踏まえ、移動のコストを適切に評価する観点からも、訪問系サービスと同様に、
特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算の対象とする。

新設 特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算 ＋15／100（1月につき）

新設 中山間地域等における小規模事業所加算 ＋10／100（1月につき※短期利用は1日につき）

妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状



⑤ 通所困難な利用者の入浴機会の確保

看取り期等で通いが困難となった状態不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、サービスの提
供にあたって、併算定ができない訪問入浴介護のサービスを、看多機の事業者の負担の下で提供するこ
とが可能であることを明確化。

⑥ 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、事業所の登録定
員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用（短期利用居宅介護費）について、登録者の
サービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。

④ 過疎地域等におけるサービス提供の確保
過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎地域等において、地域の実情により事業

所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録
定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととする。



⑦ 口腔機能向上の取組の充実

利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことによって、口腔機能低下の重症化等
の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価
する新たな加算を創設する。また、ＰＤＣＡサイクルの推進・ケアの質向上の取組を評価する。

新設 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位／回
口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位／回
（原則3月以内、月2回を限度）

新設 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20単位／回
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 5単位／回
（6月に1回を限度）

口腔の健康状態のスクリーニング、栄
養状態のスクリーニングを行い、情報
を介護支援専門員に提供

個別的に実施される口腔清掃の指導若し
くは実施、又は摂食・嚥下機能に関する訓
練の指導若しくは実施

（Ⅱ）
ＬＩＦＥ利用



⑧ 栄養ケア・マネジメントの充実

栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、管理栄養士と介護職員等
の連携による栄養アセスメントの取組や栄養改善サービスの取組を評価する。

新設 栄養改善加算 200単位／回（原則3月以内、月2回を限度）

⑨ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進
める観点から、以下の見直しを行う。

⚫ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議につ
いて、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

⚫ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計
画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとと
もに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

新設 栄養アセスメント加算 50単位／月 管理栄養士（外部との連携可）が介護職員等と
共同して利用者ごとの低栄養状態のリスク及
び解決すべき課題を把握ＬＩＦＥ利用

管理栄養士（外部との連携可）
と共同し栄養ケア計画を作成
し栄養改善サービスを行う



⑩ 褥瘡マネジメント加算の新設
これまで施設系サービスにおいて設定されていた褥瘡管理の評価について、看多機も加算の対象とする。

新設 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3単位／月
褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13単位／月

⑪ 排せつ支援加算の新設
これまで施設系サービスにおいて設定されていた排せつ支援の評価について、看多機も加算の対象とする。

新設 排せつ支援加算（Ⅰ） 10単位／月
排せつ支援加算（Ⅱ） 15単位／月
排せつ支援加算（Ⅲ） 20単位／月

ＬＩＦＥ利用

要介護度3以上の利用者

褥瘡の発生と関連のあるリスクについて評価し、多
職種の共同により褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理
を実施

（Ⅱ）は、褥瘡が発生するリスクがあった利用者に褥
瘡の発症がない場合

要介護度3以上の利用者

他職種が共同して排せつに介護を要する課題を分
析し、その結果を踏まえた支援計画を作成し実施
その結果
（Ⅱ）は①又は②、（Ⅲ）は①かつ②

①排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善す
るとともにいずれにも悪化がない
②おむつを使用しなくなった

ＬＩＦＥ利用



⑫ 科学的介護推進体制加算の新設

介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、利用
者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、それら
の情報等を活用することを評価する加算を新設。

新設 科学的介護推進体制加算 40単位／月

ＬＩＦＥ利用

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口
腔機能、認知症の状況その他の利用
者の心身の状況等に係る基本的な
情報をＬＩＦＥに提出し、ＰＤＣＡサイク
ルにより質の高いサービスを実施す
る体制を構築



⑬ 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点
から、当該減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位
数を用いることとする。

⑭ 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点
から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に
直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させる
ために必要な措置を講じることを義務づける。(３年の経過措置あり)

⑮ 管理者交代時の研修の修了猶予措置

管理者の要件とされている認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、研修の実施時期
が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当者に係る措置と同様に、
管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し
込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いと
する。 （※事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることが必要）



療養通所介護

①基本報酬／報酬体系の見直し
②口腔機能向上の取組の充実
③災害への地域と連携した対応の強化
④利用者の状態確認におけるＩＣＴの活用
⑤サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
⑥リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
⑦認知症介護基礎研修の受講の義務付け



① 基本報酬／報酬体系の見直し

改定前 改定後
3時間以上6時間未満 1,012単位／日
6時間以上8時間未満 1,519単位／日

個別送迎体制強化加算 210単位/日
入浴介助体制強化加算 60単位/日

12,691単位／月
※入浴介助を行わない場合
所定単位数の95／100
※サービス提供量が過少（月４回以
下）である場合
所定単位数の70／00

廃止



②口腔機能向上の取組の充実

看多機と同様に介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな
加算を創設する。

新設 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20単位／回
（6月に1回を限度）

③ 災害への地域と連携した対応の強化

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対
策（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる
介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる
よう連携に努めなければならないこととする。



④ 利用者の状態確認におけるＩＣＴの活用

全ての利用者について看護職員が毎回訪問し通所できる状態か確認することを求め
ていることについて、長期間・定期的に事業所を利用しており、状態が安定した利用
者について、ＩＣＴによる状態確認が可能であり、利用者やその家族の同意が得られ
ている場合に、看護職員は、介護職員と連携しＩＣＴを活用し、通所できる状態である
ことや、居宅に戻った時の状態の安定等を確認することを可能とする。
※サービスの初回利用時は、ＩＣＴの活用は不可とする。

⑤ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
訪問看護と同様

⑥ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
⑦ 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
看多機と同様



3サービス共通

①特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする。
②処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
職場環境改善の取組（新規採用、定着促進、両立支援等）をより実効性が高いものとする。
③介護職員等特定処遇改善加算の見直し
平均の賃金改善額の配分ルール等の変更
④介護職員処遇改善加算（Ⅳ）・（Ⅴ）の廃止

令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、１年の経
過措置期間を設けることとする。
⑤サービス提供体制強化加算の見直し
次のスライド参照



資格・勤続年数要件 単位数

加算Ⅰ
（新たな最上位区分）

加算Ⅱ
（改定前の加算Ⅰイ相当）

加算Ⅲ
（改定前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、
加算Ⅲ相当）

定期巡回

・随時対応型
訪問介護看護

下記のいずれかに該当すること
①介護福祉士60％以上
②勤続10年以上介護福祉士
25％以上

介護福祉士40％以上又は

介護福祉士、実務者研修
修了者、基礎研修修了者
の合計が60％以上

以下の通りいずれかに該当すること
①介護福祉士30％以上又は介護福

祉士、実務者研修修了者、基礎研修
修了者の合計が50％以上
②常勤職員60％以上
③勤続年数7年以上の者が30％以
上

Ⅰ750単位／月
Ⅱ640単位／月
Ⅲ350単位／月

看護小規模

多機能型居宅
介護

下記のいずれかに該当すること
①介護福祉士70％以上
②勤続10年以上介護福祉士
25％以上

介護福祉士50％以上 以下のいずれかに該当すること
①介護福祉士40％以上
②常勤職員60％以上
③勤続年数7年以上の者が30％以
上

Ⅰ750単位
Ⅱ640単位
Ⅲ350単
（短期利用）
Ⅰ25単位／日
Ⅱ21単位／日
Ⅲ12単位／日

療養通所介護 （イ）勤続7年以上の者が30％以上
（ロ）勤続3年以上の者が30％以上

（イ）48単位／月
（ロ）24単位／月

社会保障審議会介護給付費分科会第199回（R3.1.18）資料より作成



ご清聴、ありがとうございました。

電話相談：03－5778－7007
月・水・金 9時～16時（12時～13時除く）
FAX （03－5778－7009）、メール（https://www.jvnf.or.jp/ 相談・助言専用フォーム）
でも受け付けつけています。

https://www.jvnf.or.jp/

